
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

総
社
わ
た
な
べ
眼
科

総
社
市
井
手
三
六
三

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日








８




４




28




健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

一
般
財
団
法
人
操
志
会
　
高
畠
眼
科
医
院

岡
山
市
北
区
表
町
三
丁
目
一
六
番
五
号

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

や
わ
ら
ぎ
脳
と
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岡
山
市
北
区
内
山
下
一
丁
目
七
番
一
七
号
コ
モ
ン

ラ
イ
フ
や
わ
ら
ぎ
二
階

〃

田
村
整
形
外
科

岡
山
市
北
区
津
高
一
〇
五
一
︱
二

〃

片
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岡
山
市
南
区
三
浜
町
二
丁
目
一
七
︱
一
七

〃

つ
つ
む
内
科
岡
山
西
口

岡
山
市
北
区
駅
元
町
二
二
︱
一
八
　
三
Ｆ

〃

津
山
東
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
川
崎
一
七
六
︱
一

〃

森
口
皮
膚
科
医
院

玉
野
市
田
井
五
丁
目
三
︱
二
二
︱
四

〃

倭
文
診
療
所

津
山
市
里
公
文
一
六
七
四
︱
一

〃



８




４




28




健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

岡
山
え
が
お
歯
科

岡
山
市
北
区
駅
元
町
一
番
一
号
　
さ
ん
す
て
岡
山

西
館
五
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

オ
︱
ガ
ニ
ッ
ク
　
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
歯
科
　
岡
山
吉

備
中
央
本
院

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
七
〇
︱
九
〇

〃



４




８




28




健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

お
か
も
と
歯
科
医
院

倉
敷
市
福
田
町
古
新
田
七
九
九

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日



４




８




28




健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

小
松
原
薬
局

岡
山
市
北
区
奥
田
本
町
二
四
︱
一
六

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

日
の
出
薬
局
　
大
島
店

倉
敷
市
大
島
三
六
四
︱
一

〃



４




８




28




健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑

次
の
病
院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療

機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令

︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

こ
や
ま
薬
局
・
松
新
町
店

岡
山
市
東
区
松
新
町
二
九
︱
四

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

こ
や
ま
薬
局
・
並
木
町
店

岡
山
市
南
区
並
木
町
二
丁
目
一
三
︱
一
一

〃

こ
や
ま
薬
局
・
青
江
店

岡
山
市
北
区
青
江
五
︱
一
︱
一

〃

こ
や
ま
薬
局
・
江
崎
店

岡
山
市
中
区
江
崎
八
九
︱
三

〃

こ
や
ま
薬
局
・
西
市
店

岡
山
市
南
区
西
市
五
二
七
︱
三

〃

よ
つ
ば
薬
局

岡
山
市
南
区
平
福
一
丁
目
一
三
︱
一
八

〃

こ
や
ま
薬
局
・
泉
田
店

岡
山
市
南
区
泉
田
五
丁
目
一
〇
︱
三
〇

〃

こ
や
ま
薬
局
・
豊
成
店

岡
山
市
南
区
豊
浜
町
一
︱
三
〇

〃



８




４




28




名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

こ
や
ま
薬
局
・
大
供
店

岡
山
市
北
区
大
供
二
︱
二
︱
八

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

け
し
ご
や
ま
薬
局

岡
山
市
東
区
西
大
寺
松
崎
一
七
六
︱
九

〃

こ
や
ま
薬
局
・
長
船
店

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師
三
三
二
︱
二

〃

芳
徳
薬
局
　
英
田
店

美
作
市
福
本
五
七
二
︱
一

〃

芳
徳
薬
局

美
作
市
栄
町
四
〇
︱
一

〃




